
30

令和8年度 Chiiki Base － 地域資源活用・地域連携サポートセンター
支援対象者募集要領

対象者への支援目的

申込方法

Chiiki Base － 地域資源活用・地域連携サポートセンターでは、農林水産物・地域資源を活用した事業の売上増加、所得向上を目
指す事業者に対して専門家による支援を行なっています。 
支援対象者は申込書の内容と面接により、地域委員会で選定された方が対象です。支援対象者に対しては、農林水産物・地域資源
を活用した事業の実施計画の作成や実行に向けて、専門家（地域プランナー）を派遣して支援を行い、支援後は事業者自身で取組
みが進められることを目標としています。

❶ 作成｜神奈川県のホームページより申込書をダウンロードし、必要事項をご記入ください。
　　　　合わせて直近の決算書(損益計算書・貸借対照表)をご準備ください。

WEB
URL　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/vw7/suppotcenter.html

神奈川県　地域資源活用・地域連携サポートセンター検索

❷ 提出｜申込書は、メールにてご提出ください。

chiikibase★consulart.jp
（★を@に変更してお送りください。）

〒231-0015
横浜市中区尾上町5-80中小企業センター2Fコンサラート内
Chiiki Base ー地域資源活用・地域連携サポートセンター
担当　石井

E-mail

申込 ～ 支援の流れ

審査結果のご連絡

地域委員会にて審査、
支援対象者の決定

1. 取組内容のヒアリング
2. 支援計画書の作成
3. 専門家（地域プランナー）の派遣等による支援

支援

事業者

２

３

（今年度内）
４

申込（応募期間あり）・
ヒアリング１

✓自社加工品や廃棄されがちな農作物、加工残渣を
活用したアップサイクル商品のレシピ開発やパッ
ケージ等の改善により売上アップを図りたい方  

✓地域の事業者と連携して民泊、農家レストラン等
のコンセプト設計、計画づくりをしたい方 

✓地元の自然を舞台にしたエコツーリズム・自然体
験サービスの開発やPRをしていきたい方

支援対象者の義務
この事業の効果を検証するため、支援を受ける方は目標年度までの間、規定の様式により経営改善の状況報告と決算書
の提出をしていただきますので、予めご了承をお願いします。

1. 申込書は神奈川県のホームページからダウンロードし、申込書には３～５年間の経営改善目標を記入してご提出ください。 
なお、支援を受ける方は支援後３～５年間の経営状況報告及び決算書の提出が選定の必須条件となります。 

2. 地域委員会にて支援対象者を選定し、7月中下旬に結果をご連絡します。 
3. 支援対象者にはサポートセンター企画推進員が訪問し、今年度の地域プランナーの支援計画等を作成します。　　　　　　　　　　　　　　
※派遣する地域プランナーの選定は、支援対象者自身で候補となるプランナーと面談の上、決定する可能性があります。 

4. 8月頃より支援計画に沿って経営改善や課題の解決に向けた支援をします。

http://consulart.jp


令和8年5月　1.0版
Chiiki Base ー地域資源・地域連携サポートセンター

スケジュール

• 申込締切　　　6月22日（月）12時 

• 審査　　　　　7月2日（木）14:30～17:00頃（このうち10～20分程度） 

• 審査結果連絡　7月上旬～中旬 
• 専門家派遣　　7～8月頃より順次開始　※専門家の選定にあたっては事前に候補となるプランナーと面談をしていただく可能性があります。 
• 支援終了　　　2月下旬～3月上旬 
• 経営改善状況報告　支援終了後3～5年間＊別途、Chiiki Base ー地域資源・地域連携サポートセンターよりご連絡します。

お問い合わせ

支援申込に関するお問合わせ
　　chiikibase★consulart.jp（★を@にしてメールをお送りください。）
　　045-633-5215

なお、お問合わせ内容により、回答までにお時間を要する可能性がありますので、ご了承ください。

その他、支援にかかる情報は、
神奈川県ホームページをご覧ください。

・申込書受領後、電話又はオンラインでヒアリングを実施させていただく場合があります。 
・なるべく具体的に計画内容をご記入ください 
・3～5年間の経営改善目標記入してご提出ください

・審査に当たって面談(JR関内駅周辺の会場にて実施、参加が難しい場合はオンライン可)を実
施しますので、取組内容及び支援を希望する内容についてのご説明をお願いします。 
・数値で表せない計画内容については、面談時に口頭でご説明ください。 
・面談時間は10～20分程度を予定しています（取組内容のご説明10分、質疑応答５分）。 
・実施時間は申込後に調整いたします。

審査項目

事業面

市場性 ニーズを把握した事業内容となっているか。

独自性 地域資源や地域特性、各事業者の特徴を生かし、独自性ある事業（商品サービス）
になっているか。

実現可能性 事業ノウハウや組織体制、連携先等、経営資源確保の目途はついているか。 
許可等が必要な事業については関係各所に相談を行い実施の目処が立っているか。

財務基盤・ 
安全性

現在の売上や所得が一定以上あり、本事業への取り組みにより事業拡大が見込める
か。また、今後の事業展開を見据えて財務的な安全性があるか。 
事業に必要な初期投資・運転資金を自力または外部資金で賄える目処があるか。

政策面 将来性 神奈川県の地域資源活用価値創出推進計画の方針に合った事業か。 
支援の意義がある事業か。

支援対象者の選定において、以下の項目で計画書を審査します。

全ての申込者が採択されるわけではございませんので予めご了承ください。  
審査結果に関する個別のお問い合わせにはお答えできませんので、予めご了承ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/vw7/suppotcenter.html

